
※1　18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者　

※2　申立人の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

＊住民票が町田市にない場合は、対象者のマイナンバー（個人番号）が分かるもののコピーを添付してください。

※下記は市の事務処理欄です。

入
力

確
認

3

フリガナ

氏　　名

マイナンバー　＊
生年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

　　

住所
（いずれかに〇）

１． 申立人と同居
２． 申立人と別居 （別居時の住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　 　　　　）

続柄

職業等
（いずれかに〇）

　１．学生　　　２．無職　　　３．就職　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　＊学生がアルバイトをしている場合は学生に〇をつける。

（学生の場合のみ記入） 通学先 卒業予定時期 　年　　　　月 

認定番号

2

フリガナ

氏　　名

マチダ　ナルセ マイナンバー　＊
生年月日 2005　年　4　月　2　日

町田　　成瀬

住所
（いずれかに〇）

１． 申立人と同居

２． 申立人と別居 （別居時の住所：　　神奈川県相模原市中央区中央2-11-15    ）
続柄 子

職業等
（いずれかに〇）

　１．学生　　　２．無職　　　３．就職　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　＊学生がアルバイトをしている場合は学生に〇をつける。

（学生の場合のみ記入） 通学先 卒業予定時期 　年　　　　月 

養育の
状況

（いずれかに〇）

生計費の
負担の状況
（該当するもの

全てに〇）

１． 生活費（食費、家賃等）
２． 学費
３． その他（　　　　　　　　　）

2025　 年　3　月

生計費の
負担の状況
（該当するもの

全てに〇）

１． 同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
２． 別居しているが、定期的な連絡・面会等をしている
３． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生計費の
負担の状況
（該当するもの

全てに〇）

１． 生活費（食費、家賃等）
２． 学費
３． その他（　　　　　　　　　）

１． 生活費（食費、家賃等）
２． 学費
３． その他（　　　　　　　　　）

養育の
状況

（いずれかに〇）

１． 同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
２． 別居しているが、定期的な連絡・面会等をしている
３． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

養育の
状況

（いずれかに〇）

１． 同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
２． 別居しているが、定期的な連絡・面会等をしている
３． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所
（いずれかに〇）

１． 申立人と同居
２． 申立人と別居 （別居時の住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　 　　　　）

様式第６号の９

町　田　市　長　宛

監護相当・生計費の負担についての確認書

【申立人（手当の申請・受給者）】 提出日 　　2024　年　8　月　8　日

電話     080-XXXX-XXXX

続柄 子

　私は、以下に記載する者（※1）について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を
負担していること（※2）を下記のとおり申し立てます。
　また、申立てが真正であることの証明を求められた場合は、関係する書類を提出します。

1

フリガナ

氏　　名

職業等
（いずれかに〇）

　１．学生　　　２．無職　　　３．就職　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　＊学生がアルバイトをしている場合は学生に〇をつける。

（学生の場合のみ記入） 通学先 町田大学 卒業予定時期

生年月日 2002　年　4　月　12　日
町田　　忠生

マチダ　タダオ マイナンバー　＊

住所  町田市森野２－２－２２

氏名　町田　旭　　　　　　　　　　　　　　（生年月日：　1970　年　1　月　1　日　）

記入例

1 2 3 4 5 6 X X X7 8 9

【よくある質問】

Q１ 養育しているとは？

A１ 次の①②を両方満たしている状態です。①お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、

別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。②生活費（食費、家賃等）または学費などを負担している。

Q２ 大学生相当年齢の子が、既に婚姻している場合はカウント対象となりますか？

A２ 養育していればカウント対象となります。但し、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合には

カウント対象とはなりません。

Q３ 大学生相当年齢の子が、既に就職している場合はカウント対象となりますか？

A３ 養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、申請者の

援助がなくても、一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。

大学生相当年齢の子（２２歳の年度末まで）を含め

3人以上の子を養育している場合のみ提出が必要です。

1 2 3 4 5 6 X X X7 8 9

住民票が町田市にない場合は、対象

者のマイナンバー（個人番号）が分か

るもののコピーを添付してください。


